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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

提出会社の経営指標等

　

回次
第18期
第３四半期
累計期間

第19期
第３四半期
累計期間

第18期
第３四半期
会計期間

第19期
第３四半期
会計期間

第18期

会計期間

自  平成20年
    ６月１日
至  平成21年
    ２月28日

自  平成21年
     ６月１日
至  平成22年
    ２月28日

自  平成20年
     12月１日
至  平成21年
      ２月28日

自  平成21年
      12月１日
至  平成22年
      ２月28日

自  平成20年
      ６月１日
至  平成21年
      ５月31日

売上高 (千円) 335,834 337,668 129,756 123,615 528,810

経常利益又は経常損失
（△）

(千円) △35,652 △27,909 288 5,854 △30,011

四半期純利益又は四半
期(当期)純損失（△）

(千円) △35,735 48,637 420 84,001 △20,204

持分法を適用した場合
の投資損失（△）

(千円) △358 ─ ─ ─ △358

資本金 (千円) ― ― 363,950 363,950 363,950

発行済株式総数 (株) ― ― 12,824 12,824 12,824

純資産額 (千円) ― ― 1,229,6211,073,9911,248,420

総資産額 (千円) ― ― 1,366,4781,214,7731,397,218

１株当たり純資産額 (円) ― ― 97,249.41163,369.5398,736.24

１株当たり四半期純利
益金額又は１株当たり
四半期(当期)純損失金
額（△）

(円) △2,826.264,038.34 33.27 7,761.40△1,597.99

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) ─ ─ ─ ─ ─

１株当たり配当額 (円) ─ ─ ─ ─ ─

自己資本比率 (％) ― ― 90.0 88.4 89.4

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △49,473 49,249 ― ― △37,450

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 18,811 212,969 ― ― △20,282

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △189 △224,594 ― ― △189

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) ― ― 161,630 172,185 134,560

従業員数 (名) ― ― 29 31 31
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(注) １　当社は四半期連結財務諸表を作成していないため、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記

載しておりません。

２　売上高には、消費税等は含まれておりません。

３　第18期第３四半期累計期間及び第18期の潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株

式は存在するものの１株当たり四半期（当期）純損失であるため記載しておりません。

４　第18期第３四半期会計期間及び第19期第３四半期累計（会計）期間における潜在株式調整後１株当たり四半

期純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。

５　第18期第３四半期会計期間及び第19期第３四半期累計（会計）期間は、持分法を適用した場合の投資損失につ

いては、関連会社が存在していないため記載しておりません。
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２ 【事業の内容】

当第３四半期会計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。

　

３ 【関係会社の状況】

該当事項はありません。

　

４ 【従業員の状況】

提出会社の状況

　 平成22年２月28日現在

従業員数(人) 31

(注)　従業員数は、兼務役員を除く就業人員であります。
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

　

当社事業は、顧客の決算期である３月に売上計上される受注が多いため、第４四半期会計期間に売上高が
偏重する傾向があることから、各四半期の業績に季節変動があります。

　

(1) 生産実績

当第３四半期会計期間の生産実績を品目別に示すと、次のとおりであります。

　

品目

当第３四半期会計期間
(自　平成21年12月１日
至　平成22年２月28日)

金額(千円) 前年同四半期比(％)

受託開発 125,070 97.3

合計 125,070 97.3

(注) １　金額は、販売価格によっております。

２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

(2) 受注状況

当第３四半期会計期間における受注状況は次のとおりであります。

　

品目

当第３四半期会計期間
(自　平成21年12月１日
至　平成22年２月28日)

受注高 受注残高

金額(千円)
前年同四半期比

(％)
金額(千円)

前年同四半期比
(％)

受託開発 61,516 89.5 90,860 99.9

(注)　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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(3) 販売実績

当第３四半期会計期間の販売実績を品目別に示すと次のとおりであります。

　

品目

当第３四半期会計期間
(自　平成21年12月１日
至　平成22年２月28日)

金額(千円) 前年同四半期比(％)

製品売上 108,189 84.1

　 ライセンス販売 30,833 91.8

　 受託開発 77,356 81.3

商品売上 15,425 1,449.1

合計 123,615 95.3

(注) １　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２　前第３四半期会計期間及び当第３四半期会計期間の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績

に対する割合は次のとおりであります。

　

相手先名

前第３四半期会計期間
(自　平成20年12月１日
至　平成21年２月28日)

当第３四半期会計期間
(自　平成21年12月１日
至　平成22年２月28日)

金額(千円) 割合(％) 金額（千円） 割合（％）

エヌ・ティ・ティ・インフラネット株式会社 48,624 37.5 39,139 31.7

株式会社ＳＴＮｅｔ 29,640 22.8 15,560 12.6

※１ 上記の金額は、製品売上と商品売上の合計額であります。

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。　

　　

２ 【事業等のリスク】

文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において、当社が判断したものであります。

１．当第３四半期会計期間において、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の異常な変動

等、投資家の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある新たな事項

該当事項はありません。

また、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はあり

ません。

　

２．提出会社が将来にわたって事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような事象また

は状況その他提出会社の経営に重要な影響を及ぼす事象

当社は、前事業年度を含め過去３期にわたり営業損失及びマイナスの営業活動キャッシュ・フ

ローを計上しており、当第３四半期累計期間においても、金額は減少しているものの29,057千円の営

業損失を計上していることから将来にわたって事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさ

せるような事象が存在しております。しかしながら、当第３四半期会計期間末において有利子負債は

存在せず、当座資産も793,190千円あることから当社の事業規模において、事業活動を継続していく

上で支障は無く、期初に策定した「対処すべき課題」を確実に実行することで、この問題は回避でき

るものと判断しております。

　

３ 【経営上の重要な契約等】

当第３四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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４ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社が判断したものであります。

　

１．提出会社の代表者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する分析・検討内容

(1) 経営成績の状況

当第３四半期会計期間(平成21年12月１日～平成22年２月28日)におけるわが国経済は、政府の経済対

策の効果やアジア経済の改善等により景気の持ち直し傾向が見られるものの、設備投資の抑制やデフレ

の進行等により企業収益は厳しい局面を脱しておらず、雇用・所得環境の回復の遅れにより、依然として

先行き不透明な状況が継続しております。

そのような情勢下において、当第３四半期会計期間の売上高については、位置情報配信サービス関係の

案件でGPS機器を販売したことから商品売上が前年同四半期を上回りましたが、GIS基本ソフトウェアの

ライセンス販売及び受託開発の売上が前年同四半期を下回ったことから、前年同四半期比4.7%減の

123,615千円となりました。

利益面では、受託開発において内製化に努めたことにより売上高総利益率が1.5％上昇したことや販売

費及び一般管理費の経費削減の結果、営業利益9,009千円（前年同四半期は営業損失757千円）、経常利益

5,854千円（前年同四半期比5,565千円増）となりました。また、特別利益に受取保険金が発生したことに

より、四半期純利益84,001千円（前年同四半期比83,580千円増）となりました。

　

(2) 財政状態の分析

当第３四半期会計期間末における総資産は、1,214,773千円となり、前事業年度末と比較して182,445千

円の減少となりました。これは主に、現金及び預金の減少（137,067千円減）及び長期預金の減少(50,000

千円減)によるものであります。

負債は、140,781千円となり、前事業年度末と比較して8,016千円の減少となりました。これは主に未払

法人税等（20,336千円）や長期未払金（31,457千円）が発生した一方で、買掛金の減少(12,988千円減)

及び役員退職慰労引当金の減少（54,707千円減）によるものであります。

純資産は、1,073,991千円となり、前事業年度末と比較して174,429千円の減少となりました。これは利

益剰余金が増加（48,637千円増）した一方で、自己株式が224,590千円増加したことによるものでありま

す。
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(3) キャッシュ・フローの状況

当第３四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、第２四半期会計期間

末に比べて83,736千円増加し、172,185千円となりました。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当第３四半期会計期間において営業活動の結果獲得した資金は、99,850千円（前年同四半期比

75,639千円増）となりました。これは主に、税引前四半期純利益が106,345千円増加したことによるも

のであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当第３四半期会計期間において投資活動の結果獲得した資金は、208,476千円（前年同四半期は

130,034千円の支出）となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入が200,000千円あったこと

によるものであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当第３四半期会計期間において財務活動の結果支出した資金は、224,590千円（前年同四半期比

224,584千円増）となりました。これは、当第３四半期会計期間において自己株式の取得を行ったこと

による支出であります。

　

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期会計期間において、事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた

課題はありません。

　

(5) 研究開発活動

当第３四半期会計期間における研究開発活動の金額は、290千円であります。

なお、当第３四半期会計期間において、当社の研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

　

(6) 経営成績に重要な影響を与える要因及び経営戦略の現状と見通し

当社のライセンスの販売先はSI事業者等でありますが、エンドユーザーの多くは地方自治体等の官公

庁であります。近年、地方自治体等においては公共投資予算が縮減傾向であることから、その影響を受け、

当社のライセンス販売の売上高はここ数年低下傾向が続いております。そのため、当社は、ライセンス販

売の売上回復を目指して新しい開発環境に対応したGIS基本ソフトウェア「GeoBase.NET」の販売とこれ

を利用した受託開発の受注獲得に力を入れております。　　　

また、前事業年度において地図情報配信サービスは、地方自治体の庁内業務で使用できるようハード

ウェア及びソフトウェアを増強し、本格的な業務利用に対応したサービスを提供できる体制を整えたこ

とから新たな契約獲得に努めております。

国や地方自治体等においては、政府の経済対策によって平成21年度の補正予算後の公共対策関係費が

一時的に増加いたしましたが、今後は、政権交代による事業や予算の見直しの影響が生じ、受注競争は激

化するものと思われます。このような環境下において、当社は、ライセンス及び地図情報配信サービスの

営業を強化することにより、受注獲得に向けて積極的に取り組んでおります。
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(7) 経営者の問題認識と今後の方針について

当社は、連続した営業損失及びマイナスの営業キャッシュ・フローの計上により、継続企業の前提に重

要な疑義を生じさせるような事象が存在しております。このような状況を解消するため、早期の業績回復

を経営の最重要課題として取り組んでおります。

　

２．事業等のリスクに記載した重要事象等についての分析・検討内容及び当該重要事象等を解消し、又は

改善するための対応策

当社は、前事業年度を含め過去３期にわたり営業損失及びマイナスの営業キャッシュ・フローを計上

しており、当第３四半期累計期間においても、金額は減少しているものの29,057千円の営業損失を計上し

ていることから、将来にわたって事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせる事象が存在し

ております。

当社は、当事業年度における特に重要な経営課題として、①地方自治体の庁内業務向け地図情報配信

サービスの拡販、②当社製品の販売促進と製品を利用した受託開発案件の獲得、③外注費等の製造コスト

の削減の３項目を認識し、その対応策を含む事業計画を着実に遂行すべく事業活動を展開しております。

今後も引き続きこれらの経営課題に取り組むことにより、営業利益及び当期純利益を計上し、当該事象の

解消を図る所存であります。
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第３四半期会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

(2) 設備の新設、除却等の計画

当第３四半期会計期間において、設備の新設、除却等の計画はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 45,000

計 45,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第３四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成22年２月28日)

提出日現在
発行数(株)

(平成22年４月８日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 12,824 12,824

大阪証券取引所
( ニ ッ ポ ン ・
ニュー・マーケッ
ト－「ヘラクレ
ス」)

当社は単元株制度は採用してお
りません。

計 12,824 12,824 ― ―

(注)　「提出日現在発行数」欄には、平成22年４月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の権利行使によ

り発行された株式数は含まれておりません。

　

(2) 【新株予約権等の状況】

旧商法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

(平成17年８月25日定時株主総会決議・平成17年11月14日取締役会決議)

　
第３四半期会計期間末現在
(平成22年２月28日)

新株予約権の数 50個

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―個

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数 50株(注)１

新株予約権の行使時の払込金額 10,850,000円(注)２

新株予約権の行使期間
平成19年８月26日から
平成24年８月25日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発
行価格及び資本組入額

発行価格　　217,000円
資本組入額　108,500円

新株予約権の行使の条件 (注)３

新株予約権の譲渡に関する事項 (注)３

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―
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(平成17年８月25日定時株主総会決議・平成18年４月21日取締役会決議)

　
第３四半期会計期間末現在
(平成22年２月28日)

新株予約権の数 50個

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―個

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数 50株(注)１

新株予約権の行使時の払込金額 13,900,000円(注)２

新株予約権の行使期間
平成19年８月26日から
平成24年８月25日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発
行価格及び資本組入額

発行価格　　278,000円
資本組入額　139,000円

新株予約権の行使の条件 (注)３

新株予約権の譲渡に関する事項 (注)３

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―

(注) １　当社が株式分割又は株式併合を行う場合、新株予約権の目的となる株式の数は次の算式により調整します。

　調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

なお、調整の結果生ずる１株未満の端数は切り捨てます。

２　新株予約権の行使時の払込金額は、付与対象者(新株発行請求権者)全員が新株発行請求権を行使した場合の金

額を表示しております。

なお、新株予約権発行日後に当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、

調整による千円未満の端数は切り上げます。

調整後払込金額＝調整前払込金額×
１

分割・併合の比率

また、時価を下回る価額で新株式を発行(旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権の行

使の場合を含まない。)又は自己株式を処分するときは、次の算式により払込価額を調整し、調整による１円未

満の端数は切り上げます。

　 　 　 　
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後払込価額＝調整前払込価額×
新規発行前の１株当たりの時価

既発行株式数＋新規発行株式数

なお、上記株式数において「既発行株式数」とは発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除

した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替え

るものとする。

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割

もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込価額の調整を行うことができるものとします。

３　当該ストックオプションに係わる行使の条件は次のとおりであります。

(1) 新株予約権の発行時において当社の取締役又は従業員であった対象者は、新株予約権の行使時において、当

社の取締役又は従業員の地位を保有していることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他

正当な理由のある場合はこの限りでない。

(2) 対象者が死亡した場合には、その相続人は本新株予約権を相続することはできない。

(3) 対象者は、新株予約権を第三者に譲渡、質入れ、その他の処分をすることができない。

(4) その他、権利行使の条件は総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結した「新株予約

権割当契約」により定めるものとする。
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(3) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成21年12月１日～
平成22年２月28日

― 12,824 ― 363,950 ― 353,450

　

(5) 【大株主の状況】

当社は平成21年10月５日に逝去した前代表取締役社長滝野秀一氏が保有する株式の取得を目的とし

て、平成22年２月２日に大阪証券取引所のJ-NET市場での終値取引により自己株式の買付を行い6,070株

を取得しております。

また、平成22年２月８日付の滝野秀一氏の大量保有報告書の変更報告書の写しの送付があり、平成22年

２月２日に保有するすべての株式を売却している旨の報告を受けております。

なお、大量保有報告書の写しの内容は以下のとおりであります。

大量保有者　　　　　　滝野　秀一

処分年月日　　　　　　平成22年２月２日

株券等の種類      　　普通株式　

処分数量　　　　　　　5,740株

譲渡の相手方　　　　　株式会社ドーン

　保有株券等の数　　　　－株
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(6) 【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、株主名簿の記載内容が確認できないため、

記載できないことから、直前の基準日である平成21年11月30日の株主名簿を基準に、平成22年２月２日に

実施した自己株式の買付結果を反映して記載したものであります。

　

① 【発行済株式】

　 　 　 平成22年２月28日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
　

普通株式 6,250
　

― ―

完全議決権株式(その他)
　

普通株式 6,574
　

6,574 ―

単元未満株式 ― ― ―

発行済株式総数 12,824 ― ―

総株主の議決権 ― 6,574 ―

　

② 【自己株式等】

　 　 平成22年２月28日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

株式会社ドーン
神戸市中央区磯上通
２丁目２－21

6,250 ― 6,250 48.74

計 ― 6,250 ― 6,250 48.74

　

２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

　

月別
平成21年
６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

平成22年
１月 ２月

最高(円) 52,50046,50051,20052,00045,00042,70048,50038,80045,000

最低(円) 43,15041,50043,00041,60039,90031,95031,20033,00037,000

(注)　最高・最低株価は、大阪証券取引所ニッポン・ニュー・マーケット－「ヘラクレス」におけるものであります。
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３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりでありま

す。

(1) 退任役員

　

氏名 旧役職名 退任年月日

滝野　秀一 代表取締役社長 平成21年10月５日　逝去

　

(2) 役員の異動

　

氏名 新役職名 旧役職名 異動年月日

宮崎　正伸 代表取締役社長 代表取締役副社長 平成21年10月９日
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第５ 【経理の状況】

１  四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣

府令第63号。以下「四半期財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。

なお、前第３四半期会計期間(平成20年12月１日から平成21年２月28日まで)及び前第３四半期累計期間

(平成20年６月１日から平成21年２月28日まで)は、改正前の四半期財務諸表等規則に基づき、当第３四半期

会計期間(平成21年12月１日から平成22年２月28日まで)及び当第３四半期累計期間(平成21年６月１日か

ら平成22年２月28日まで)は、改正後の四半期財務諸表等規則に基づいて作成しております。

　

２  監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第３四半期会計期間(平成20年12月１日か

ら平成21年２月28日まで)及び前第３四半期累計期間(平成20年６月１日から平成21年２月28日まで)に係

る四半期財務諸表並びに当第３四半期会計期間(平成21年12月１日から平成22年２月28日まで)及び当第３

四半期累計期間(平成21年６月１日から平成22年２月28日まで)に係る四半期財務諸表について、東陽監査

法人により四半期レビューを受けております。

　

３  四半期連結財務諸表について

当社は子会社を有していないため、連結財務諸表を作成しておりません。
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１【四半期財務諸表】
(1)【四半期貸借対照表】

(単位：千円)

当第３四半期会計期間末
(平成22年２月28日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成21年５月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 622,870 759,938

売掛金 95,929 105,151

有価証券 74,389 74,362

仕掛品 28,628 7,222

貯蔵品 2,327 3,276

未収還付法人税等 － 1,630

その他 9,503 12,720

貸倒引当金 △98 △105

流動資産合計 833,550 964,196

固定資産

有形固定資産

建物（純額） ※1
 1,430

※1
 1,601

工具、器具及び備品（純額） ※1
 13,810

※1
 19,513

有形固定資産合計 15,241 21,114

無形固定資産

ソフトウエア 6,703 10,636

ソフトウエア仮勘定 － 1,357

その他 256 303

無形固定資産合計 6,960 12,297

投資その他の資産

投資有価証券 185,931 177,090

長期預金 100,000 150,000

繰延税金資産 8,310 9,231

その他 64,806 63,287

貸倒引当金 △26 －

投資その他の資産合計 359,020 399,609

固定資産合計 381,222 433,021

資産合計 1,214,773 1,397,218
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(単位：千円)

当第３四半期会計期間末
(平成22年２月28日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成21年５月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 24,719 37,707

繰延税金負債 12,147 12,026

賞与引当金 14,273 －

未払消費税等 2,234 1,841

未払法人税等 20,336 －

その他 34,363 40,320

流動負債合計 108,075 91,896

固定負債

役員退職慰労引当金 － 54,707

長期未払金 31,457 －

その他 1,249 2,194

固定負債合計 32,706 56,901

負債合計 140,781 148,797

純資産の部

株主資本

資本金 363,950 363,950

資本剰余金 353,450 353,450

利益剰余金 599,460 550,822

自己株式 △241,006 △16,416

株主資本合計 1,075,853 1,251,805

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △1,861 △3,384

評価・換算差額等合計 △1,861 △3,384

純資産合計 1,073,991 1,248,420

負債純資産合計 1,214,773 1,397,218
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(2)【四半期損益計算書】
【第３四半期累計期間】

(単位：千円)

前第３四半期累計期間
(自 平成20年６月１日
　至 平成21年２月28日)

当第３四半期累計期間
(自 平成21年６月１日
　至 平成22年２月28日)

売上高 ※2
 335,834

※2
 337,668

売上原価 203,430 223,168

売上総利益 132,404 114,500

販売費及び一般管理費 ※1
 172,750

※1
 143,558

営業損失（△） △40,346 △29,057

営業外収益

受取利息 3,258 2,376

受取配当金 847 9

有価証券利息 1,418 2,249

受取保険金 － 2,161

助成金収入 － 2,864

その他 177 327

営業外収益合計 5,701 9,988

営業外費用

投資事業組合運用損 1,007 1,813

自己株式取得費用 － 7,000

貸倒引当金繰入額 － 26

営業外費用合計 1,007 8,840

経常損失（△） △35,652 △27,909

特別利益

固定資産売却益 － 831

投資有価証券売却益 － 1,495

貸倒引当金戻入額 33 6

受取保険金 － 100,000

特別利益合計 33 102,333

特別損失

固定資産売却損 90 －

固定資産除却損 － 21

社葬費用 － 3,420

特別損失合計 90 3,442

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △35,709 70,981

法人税等 26 ※3
 22,343

四半期純利益又は四半期純損失（△） △35,735 48,637
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【第３四半期会計期間】
(単位：千円)

前第３四半期会計期間
(自 平成20年12月１日
　至 平成21年２月28日)

当第３四半期会計期間
(自 平成21年12月１日
　至 平成22年２月28日)

売上高 ※2
 129,756

※2
 123,615

売上原価 76,815 71,280

売上総利益 52,940 52,334

販売費及び一般管理費 ※1
 53,698

※1
 43,324

営業利益又は営業損失（△） △757 9,009

営業外収益

受取利息 1,137 649

有価証券利息 566 826

受取保険金 － 2,161

助成金収入 － 1,084

その他 0 2

営業外収益合計 1,703 4,724

営業外費用

投資事業組合運用損 657 879

自己株式取得費用 － 7,000

営業外費用合計 657 7,879

経常利益 288 5,854

特別利益

投資有価証券売却益 － 495

貸倒引当金戻入額 160 16

受取保険金 － 100,000

特別利益合計 160 100,512

特別損失

固定資産売却損 28 －

固定資産除却損 － 21

社葬費用 － △0

特別損失合計 28 21

税引前四半期純利益 420 106,345

法人税等 － ※3
 22,343

四半期純利益 420 84,001
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)

前第３四半期累計期間
(自 平成20年６月１日
　至 平成21年２月28日)

当第３四半期累計期間
(自 平成21年６月１日
　至 平成22年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失
（△）

△35,709 70,981

減価償却費 12,334 13,926

固定資産除却損 － 21

固定資産売却損益（△は益） 90 △831

投資有価証券売却損益（△は益） － △1,495

受取保険金 － △100,000

貸倒引当金の増減額（△は減少） △33 20

受取利息及び受取配当金 △4,105 △2,385

有価証券利息 △1,418 △2,249

投資事業組合運用損益（△は益） 1,007 1,813

賞与引当金の増減額（△は減少） 13,210 14,273

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2,568 △54,707

売上債権の増減額（△は増加） 33,823 9,221

たな卸資産の増減額（△は増加） △23,738 △20,457

仕入債務の増減額（△は減少） △36,708 △12,988

前払費用の増減額（△は増加） 1,818 1,920

未払金の増減額（△は減少） △1,988 1,992

長期未払金の増減額（△は減少） － 31,457

預り金の増減額（△は減少） △1,791 △1,501

未払消費税等の増減額（△は減少） △2,496 393

前受収益の増減額（△は減少） △277 △2,511

その他 7,176 △2,366

小計 △36,237 △55,471

利息及び配当金の受取額 5,179 5,054

保険金の受取額 － 100,000

法人税等の支払額 △18,545 △3,461

法人税等の還付額 129 3,128

営業活動によるキャッシュ・フロー △49,473 49,249

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入 60,000 200,000

長期預金の預入による支出 △100,000 －

長期預金の払戻による収入 100,000 50,000

投資有価証券の取得による支出 △70,000 △80,472

投資有価証券の売却による収入 41,250 31,734

有価証券の償還による収入 30,000 25,000

有価証券の取得による支出 △10,016 △10,047

有形固定資産の取得による支出 △518 △4,464

無形固定資産の取得による支出 △4,418 △3,049

無形固定資産の売却による収入 － 2,000

貸付けによる支出 △30,000 －

貸付金の回収による収入 － 476

出資金の分配による収入 893 495

その他 1,620 1,296

投資活動によるキャッシュ・フロー 18,811 212,969
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(単位：千円)

前第３四半期累計期間
(自 平成20年６月１日
　至 平成21年２月28日)

当第３四半期累計期間
(自 平成21年６月１日
　至 平成22年２月28日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出 － △224,590

配当金の支払額 △189 △4

財務活動によるキャッシュ・フロー △189 △224,594

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △30,851 37,624

現金及び現金同等物の期首残高 192,482 134,560

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 161,630

※
 172,185
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【四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　

　
当第３四半期累計期間
(自　平成21年６月１日
至　平成22年２月28日)

１　会計処理基準に関する事

項の変更

工事契約に関する会計基準の適用

　受託開発に係る売上高については、従来、工事完成基準を適用しておりました

が、第１四半期会計期間より「工事契約に関する会計基準」(企業会計基準第15

号　平成19年12月27日)及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企業会

計基準適用指針第18号　平成19年12月27日）により計上しており、当第３四半期

会計期間末までの進捗部分について成果の確実性が認められる場合については

工事進行基準（工事の進捗度の見積りは原価比例法）を、その他の場合につい

ては工事完成基準を適用しております。

　なお、上記会計基準及び適用指針の適用に伴う損益に与える影響はありませ

ん。

　

【簡便な会計処理】

該当事項はありません。

　

【四半期財務諸表の作成に特有の会計処理】

　
当第３四半期累計期間
(自　平成21年６月１日
至　平成22年２月28日)

１　税金費用の計算 　税金費用については、当第３四半期会計期間を含む事業年度の税引前当期純利

益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利

益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。

　なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。

　

【注記事項】

(四半期貸借対照表関係)

　
当第３四半期会計期間末
(平成22年２月28日)

前事業年度末
(平成21年５月31日)

※１　有形固定資産の減価償却累計額

建物 2,311千円

工具、器具及び備品 15,273千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

建物 2,140千円

工具、器具及び備品 8,933千円
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(四半期損益計算書関係)

第３四半期累計期間

前第３四半期累計期間
(自　平成20年６月１日
至　平成21年２月28日)

当第３四半期累計期間
(自　平成21年６月１日
至　平成22年２月28日)

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。

給料手当 71,818千円

役員退職慰労引当金繰入額 2,568千円

賞与引当金繰入額 6,033千円

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。

給料手当 62,174千円

賞与引当金繰入額 5,705千円

　 　
      

※２　当社事業は、顧客の決算期である３月に売上計上さ

れる受注が多いため、第４四半期会計期間に売上高

が偏重する傾向があることから、各四半期の業績に

季節的変動があります。

 
※３

─
 

※２　同左

 
 
 
 
 
※３　法人税等の表示方法

「法人税、住民税及び事業税」及び「法人税等調整

額」を「法人税等」として一括掲記しております。

 
　

第３四半期会計期間

前第３四半期会計期間
(自　平成20年12月１日
至　平成21年２月28日)

当第３四半期会計期間
(自　平成21年12月１日
至　平成22年２月28日)

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。

給料手当 24,086千円

役員退職慰労引当金繰入額 856千円

賞与引当金繰入額 3,726千円

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。

給料手当 19,401千円

賞与引当金繰入額

 

3,476千円

 
 

※２　当社事業は、顧客の決算期である３月に売上計上さ

れる受注が多いため、第４四半期会計期間に売上高

が偏重する傾向があることから、各四半期の業績に

季節的変動があります。

 
※３　

─

※２　同左

 
 
 
 
 
※３　法人税等の表示方法

「法人税、住民税及び事業税」及び「法人税等調整

額」を「法人税等」として一括掲記しております。

　

　

EDINET提出書類

株式会社ドーン(E05289)

四半期報告書

24/32



(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

前第３四半期累計期間
(自　平成20年６月１日
至　平成21年２月28日)

当第３四半期累計期間
(自　平成21年６月１日
至　平成22年２月28日)

※現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照

表に掲記されている科目の金額との関係

(平成21年２月28日現在)

(千円)

現金及び預金勘定 807,021

有価証券勘定 44,540

預入期間が３か月を超える定期預金 △665,000

償還期間が３か月を超える債券等 △24,931

現金及び現金同等物 161,630
 

※現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照

表に掲記されている科目の金額との関係

(平成22年２月28日現在)

(千円)

現金及び預金勘定 622,870

有価証券勘定 74,389

預入期間が３か月を超える定期預金 △465,000

償還期間が３か月を超える債券等 △60,075

現金及び現金同等物 172,185
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(株主資本等関係)

当第３四半期会計期間末(平成22年２月28日)及び当第３四半期累計期間(自　平成21年６月１日　至　平成22

年２月28日)

１　発行済株式の種類及び総数

普通株式　　　12,824株

　

２　自己株式の種類及び株式数

普通株式　　　 6,250株

　

３　新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

　

４　配当に関する事項

(1) 配当金支払額

該当事項はありません。

　

(2) 基準日が当事業年度の開始の日から当四半期会計期間末までに属する配当のうち、配当の効力発生

日が当四半期会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

　

５　株主資本の著しい変動に関する事項

当社は、平成22年２月２日に大阪証券取引所のJ-NET市場での終値取引により自己株式の買付を行い

6,070株を取得しております。この結果、自己株式が当第３四半期会計期間において224,590千円増加

し、当第３四半期会計期間末において241,006千円となっております。
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(有価証券関係)

有価証券の四半期貸借対照表計上額その他の金額は、前事業年度の末日と比較して著しい変動があり

ません。

　

(デリバティブ取引関係)

当社はデリバティブ取引を全く行っておりませんので該当事項はありません。

　

(持分法損益等)

第３四半期累計期間

前第３四半期累計期間
(自　平成20年６月１日
至　平成21年２月28日)

当第３四半期累計期間
(自　平成21年６月１日
至　平成22年２月28日)

　

持分法を適用した場合の投資損失の金額 358千円
　

　

─
　

　 　

（注）　関連会社であった株式会社マップクエストは、平成20年11月25日に当社が保有する株式をすべて売却したた

め、関係会社ではなくなりました。

　

第３四半期会計期間

　　　該当事項はありません。

　

(ストック・オプション等関係)

該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

１　１株当たり純資産額

　
当第３四半期会計期間末
(平成22年２月28日)

前事業年度末
(平成21年５月31日)

　 　

　 163,369.53円
　

　 　

　 98,736.24円
　

(注)  １株当たり純資産額の算定上の基礎

項目
当第３四半期会計期間末
(平成22年２月28日)

前事業年度末
(平成21年５月31日)

純資産の部の合計額(千円) 1,073,991 1,248,420

普通株式に係る純資産額(千円) 1,073,991 1,248,420

差額の主な内訳(千円) ─ ─

普通株式の発行済株式数(株) 12,824 12,824

普通株式の自己株式数(株) 6,250 180

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式
の数(株) 6,574 12,644

　

２  １株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額

第３四半期累計期間

前第３四半期累計期間
(自　平成20年６月１日
至　平成21年２月28日)

当第３四半期累計期間
(自　平成21年６月１日
至　平成22年２月28日)

　

１株当たり四半期純損失金額 2,826.26円
　

　

１株当たり四半期純利益金額 4,038.34円
　

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益について

は、潜在株式は存在するものの、１株当たり四半期純損失

のため記載しておりません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益について

は、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため

記載しておりません。

　
(注)  １株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定上

の基礎

項目
前第３四半期累計期間
(自  平成20年６月１日
至  平成21年２月28日)

当第３四半期累計期間
(自  平成21年６月１日
至  平成22年２月28日)

四半期損益計算書上の四半期純利益又は純損失
（△）(千円)

△35,735 48,637

普通株式に係る四半期純利益又は純損失（△）
(千円)

△35,735 48,637

普通株主に帰属しない金額(千円) － ─

普通株式の期中平均株式数(株) 12,644 12,044

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
当たり四半期純利益金額の算定に含まれなかった
潜在株式について前事業年度末から重要な変動が
ある場合の概要

─ ─
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第３四半期会計期間

前第３四半期会計期間
(自　平成20年12月１日
至　平成21年２月28日)

当第３四半期会計期間
(自　平成21年12月１日
至　平成22年２月28日)

　

１株当たり四半期純利益金額 33.27円
　

　

１株当たり四半期純利益金額 7,761.40円
　

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益について

は、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため

記載しておりません。

　　　　　　　　　　　同　左

　
(注)  １株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎

項目
前第３四半期会計期間
(自  平成20年12月１日
至  平成21年２月28日)

当第３四半期会計期間
(自  平成21年12月１日
至  平成22年２月28日)

四半期損益計算書上の四半期純利益(千円) 420 84,001

普通株式に係る四半期純利益(千円) 420 84,001

普通株主に帰属しない金額(千円) ─ ─

普通株式の期中平均株式数(株) 12,644 10,823

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
当たり四半期純利益金額の算定に含まれなかった
潜在株式について前事業年度末から重要な変動が
ある場合の概要

─ ─

　

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

　

２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成21年４月10日

株式会社ドーン

取締役会  御中

　

東陽監査法人

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士    佐々木　寛治　　　  印

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士    鎌田　　修誠    　　印 

　

　 　 　

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式

会社ドーンの平成20年６月１日から平成21年５月31日までの第18期事業年度の第３四半期会計期間(平成20

年12月１日から平成21年２月28日まで)及び第３四半期累計期間(平成20年６月１日から平成21年２月28日ま

で)に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・フロー計

算書について四半期レビューを行った。この四半期財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は

独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当

と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ドーンの平成21年２月28日現在の財政状態、同

日をもって終了する第３四半期会計期間及び第３四半期累計期間の経営成績並びに第３四半期累計期間の

キャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められ

なかった。

　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以  上

　
 

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２  四半期財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成22年４月６日

株式会社ドーン

取締役会  御中

　

東陽監査法人

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士    佐々木　寛治    印

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士    鎌田　　修誠　  印

　

　 　 　

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式

会社の平成21年６月１日から平成22年５月31日までの第19期事業年度の第３四半期会計期間(平成21年12月

１日から平成22年２月28日まで)及び第３四半期累計期間(平成21年６月１日から平成22年２月28日まで)に

係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・フロー計算書

について四半期レビューを行った。この四半期財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立

の立場から四半期財務諸表に対する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当

と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ドーンの平成22年２月28日現在の財政状態、同

日をもって終了する第３四半期会計期間及び第３四半期累計期間の経営成績並びに第３四半期累計期間の

キャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められ

なかった。

　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以  上

　
 

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２  四半期財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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